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 水張りの１週間前ま
でに提出

 事前連絡がない場合
は対象外

 入水

 たん水開始
 写真撮影  様式２の注記に留意

 おおむね８割以上に
水を張る

 通常の水稲作付け時
と同等の水位が必要

 写真撮影
 たん水終了

 様式２の注記に留意

 たん水管理終了後２
週間後程度を目安に
提出

 収量確定後

様式１「５年水張りルール実施
計画書兼確認書」を提出

たん水
１か月以上

現地確認

様式２「交付対象水田における
水張りに関する報告書」を提出

様式４「交付対象水田における
連作障害が発生していないこと

に関する確認書」を提出

※実施方法及び確認方法は、国の取扱いの変更等により
見直しを行います。

※見直しを行う場合は、年度ごとでの見直しを基本とし
ます。
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